
　市では、不法投棄を防止し、良好な住環境を保持
するため、土砂等による土地の埋立て、盛土及びた
い積の規制に関する条例を制定しています。埋立て
や盛土をする方は、行為を行う前に、許可申請の手
続きを行ってください。
◦対象区域
　市全域
◦対象面積
・5,000㎡未満のもの
・5,000㎡以上は茨城県へ申請となります。
◦対象事業
・土砂において、埋立てや盛土を行う事業
・開発行為、農地転用、住宅建築など
◆盛土が目的では、許可申請はできません。
※申請内容は、生活環境係へお問い合わせください。

盛土、埋立等の許可申請
問 生活環境課�生活環境係 ☎34-0370

　周辺に悪影響を及ぼす空家等の解体を促し、市民
の生活環境を保護するため、空家等の解体費用の一
部を補助します。
◦補助金額：解体工事（建物の解体及び除却）費用の
1/2（上限30万円）
◦対象者：空家等の所有者または相続人
◦�条件：特定空家等または判定基準を満たした空家
等である必要があります。また、抵当権が設定さ
れていないことなど条件があります。
※�対象外となる場合や補助額が変更になることも
ありますので、事前にお問合わせください。

空家等解体費補助事業
問 生活環境課�環境保全係 ☎34-0410

　水道料金は、水道水の安定供給と健全な事業経営
を行うため、水道を使用している方に負担していた
だいています。
　水道使用量は、検針員が毎月訪問し、量水器の指
針を確認（検針）し、前回の指針との差により決定し
ています。
　検針時には「使用水量・料金等のお知らせ」を発行
しています。
�水道料金表
口径 基本料金 従量料金（円／㎥）
（㎜） （円） 1～10㎥ 11～20㎥ 21～50㎥ 51～200㎥ 201㎥以上
13 1,331

110 165 209 220 231

20 1,980
25 4,169
40 10,923
50 17,622
75 41,459
100 75,647

� （消費税込）

水道料金と検針
問 水道料金お客様センター ☎34-1100

上水道� 問 水道課
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　水道料金は、毎月納入通知書（納期限は月末、土・
日曜日、祝日の場合は翌金融機関営業日）または口
座振替（振替日は27日、土・日曜日、祝日の場合は翌
金融機関営業日）にて納付をお願いしています。
　口座振替の手続きは、通帳、届出印、「納入通知書」
または「使用水量・料金等のお知らせ」を用意し、「口
座振替依頼書」（市内金融機関に備えてあります。）
に必要事項を記入の上、金融機関窓口で行ってくだ
さい。

水道料金の納付
問 水道料金お客様センター ☎34-1100

　宅地内の水道管から漏水しているときは、結城市
管工事協同組合など市指定給水装置工事事業者に
連絡の上、修理してください。なお、漏水修理費は使
用者の負担となります。道路などで漏水を見つけた
ときは、水道課へ連絡してください。
�連絡先

○宅地内の漏水の場合
　結城市管工事協同組合　☎090-7279-8044
○道路などの漏水の場合
　水道課　☎34-1611

水道の漏水� 問 水道課�施設係 ☎34-1611

　水道を新設したり、蛇口を増設したりする給水装
置の工事は、市指定給水装置工事事業者に申し込み
ください。市指定給水装置工事事業者一覧は水道課
ホームページから閲覧できます。

水道工事は市指定店で
問 水道課�施設係 ☎34-1611

量水器口径 加入金
13㎜ 77,000円
20㎜ 110,000円
25㎜ 165,000円
40㎜ 330,000円
50㎜ 550,000円
75㎜ 1,100,000円
100㎜ 2,200,000円

101㎜以上 管理者が別に定める額

� （消費税込）

　水道を新しく引く方や、改造そのほかの工事によ
り、増口径（量水器の口径を大きくする＝差額を徴
収）となった場合は、加入金を負担していただいて
います。

加入金� 問 水道課�施設係 ☎34-1611
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　公共下水道は住み良い生活をする上で欠かすこ
とのできない施設ですが、その整備には多額の費用
が必要となります。公共施設とはいえ、これらの施
設は整備された区域の方だけが利用するもので、公
費だけで負担することは、恩恵を受けない方にとっ
て不公平になってしまいます。そのため、施設を利
用できる方たちに受益者として建設費の一部を負
担していただいています。
　公共下水道事業受益者負担金の対象となる土地
は、整備される区域内の宅地、田、畑、雑種地、山林な
どの土地がすべて対象となります。ただし、田・畑・
山林などについては、申請により徴収猶予となるこ
とがあります。

 公共下水道受益者負担金

受益者の皆さんに負担していただく負担金の額
は土地の面積に単位負担金額をかけて得た額と
なります。
受益者負担金=単位負担金額（円）×土地面積（㎡）

負担区の名称 設定年度 1㎡当り単位負担金額
第1負担区 昭和46年 174円
第2負担区 昭和62年 350円
第3負担区 平成4年 490円
第4負担区 平成8年 520円
第5負担区 平成8年 590円
第6負担区 平成14年 520円
第7負担区 平成14年 590円
第8負担区 平成14年 560円
第9負担区 平成27年 600円 料金

種別 

基本料金
（1カ月につき）

超過料金（排除汚水量10㎥
を超える量1㎥につき）

汚水量 料金 汚水量 1㎥につき

一般用 10㎥まで 1,650円

11～20㎥ 176円
21～30㎥ 187円
31～50㎥ 198円
51～100㎥ 209円
101㎥以上 220円

浴場汚水 10㎥まで 1,650円 10㎥以上 66円

（消費税込）

　公共下水道使用料は皆さんの家庭の台所、風呂、
トイレなどから流れる汚水をきれいな水にするた
めの費用に充てられてるもので、公共下水道を使用
している方に負担していただいています。
　下水道使用料は、下記の汚水量を基に下水道使用
料表から算定し、水道料金と一緒に納付していただ
きます。
　汚水量は、上水道を使用している場合は、その使
用水量とします。井戸水を使用している場合は、そ
の使用水量または使用人数などにより算定した水
量となります。上水道と井戸水を併用している場合
は、上水道使用量に使用人数に応じた水量を加算し
た水量を汚水量とします。
　納付は、納入通知書または口座振替でお願いしま
す。納入通知書は、市役所または近くの指定金融機
関およびコンビニエンスストアで納付してくださ
い。口座振替を利用する場合は、指定金融機関で手
続きをしてください。お支払いは便利で確実な口座
振替をご利用ください。

 下水道使用料表

公共下水道使用料
問 下水道課 計画係 ☎34-1612

公共下水道事業受益者負担金
問 下水道課 計画係 ☎34-1612

下水道 問 下水道課

8484

生
活
環
境
・
ゴ
ミ

生
活
環
境
・
ゴ
ミ

２１０９結城市2(SG23)行政最終.indd   84２１０９結城市2(SG23)行政最終.indd   84 2021/08/17   17:07:012021/08/17   17:07:01



　公共汚水桝までの接続工事は、排水設備指定工事
業者に申し込みください。

下水道工事は市指定店で
問 下水道課�工務係 ☎32-1563

農業集落排水使用料
問 下水道課�計画係 ☎34-1612

　農業集落排水とは、公共下水道の計画区域外で、
集落単位で排水を行うもので、農村の生活環境の改
善や農業用用排水の水質保全を図ることを目的と
した施設です。
　農業集落排水使用料は皆さんの家庭の台所、風
呂、トイレなどから流れる汚水をきれいな水にする
ための費用に充てられてるもので、農業集落排水を
使用している方に負担していただいています。
　農業集落排水使用料は、世帯割に人数割（人数分）
を加算した金額となります。（表1参照）
　納付は、口座振替または納入通知書でお願いしま
す。口座振替を利用する場合は、指定金融機関で手
続きをしてください。納入通知書は、市役所または
近くの指定金融機関で納付してください。お支払い
は便利で確実な口座振替をご利用ください。
�農業集落排水使用料表� （表1）

（消費税込）
<使用料の算定例>　　4人家族の場合
世帯割 3,080円
人数割 550円 × 4人 ＝ 2,200円
計 5,280円

処理施設名
使用料（月額）

世帯割 人数割
大戦防・武井南地区
農業集落排水処理施設

3,080円 550円矢畑地区農業集落排水処理施設
江川南地区農業集落排水処理施設

　農業集落排水の接続工事は、排水設備指定工事業
者に申し込みください。
※�新規取出の場合には、事前に下水道課工務係にお
問合わせください

農業集落排水接続は指定工事店へ
問 下水道課�工務係 ☎32-1563

　公共用水域の水質汚濁の防止と生活環境の改善
を図るため、浄化槽を設置する方に対し、設置費の
一部を申請により補助します。

浄化槽設置補助事業
問 生活環境課�環境保全係 ☎34-0410

�補助額対象区域
　公共下水道認可区域、農業集落排水事業計画区域
および地域し尿処理施設整備事業計画地域（コミュ
ニティプラント整備計画地域）を除いた区域。
※�対象外となる場合や補助額が変更になることも
ありますので、事前にお問合わせください。

人槽 補助金額
5人槽 294,000円
6～7人槽 342,000円
8～10人槽 459,000円

都市計画について知りたいときは
問 都市計画課�計画係 ☎34-0422

　次のような事項の図面を確認できます。
　区域区分（市街化区域、市街化調整区域）、地域地
区（用途地域、防火地域など）、都市計画施設（都市計
画道路、公園、下水道など）、地区計画など。

都市計画施設内における建築許可
問 都市計画課�計画係 ☎34-0422

　都市計画決定された道路などの区域内で建築物
を建てる場合には、許可が必要です。

地区計画区域内における建築許可
問 都市計画課�計画係 ☎34-0422

　地区計画として決定された区域内（城跡周辺地
区、結城第一工業団地上山川北部地区）で建築物・工
作物の建築、土地の区画形質の変更などを行う場合
は、届出が必要です。

土地・農地・住まい

区画整理区域内における建築許可
問 区画整理課�換地補償係 ☎33-1400

　土地区画整理事業地区内（南部第二土地区画整理
事業、南部第三土地区画整理事業、富士見町土地区
画整理事業、逆井土地区画整理事業、四ツ京土地区
画整理事業）で建築物や工作物を建てる場合には、
許可が必要です。

�合併処理浄化槽設置補助金額
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開発行為の許可申請
問 都市計画課�開発指導係 ☎34-0363

　市街化区域内で1,000㎡以上の開発をする場合
は、開発許可を受けなければ建築物を建てることが
できません。
　結城市宅地開発指導要綱により、あらかじめ公共施
設管理者や地元自治会などとの事前協議が必要です。

農地法などの許可申請・届出について
問 農業委員会事務局�農地指導係 ☎34-0435

土地の先買い制度について
問 都市計画課�計画係 ☎34-0422

　公有地の拡大の推進に関する法律により一定面
積以上（※）の土地の売買等をしようとするときは、
契約する前に届出が必要です。
（※）�届出対象� �

�都市計画施設などの区域内の土地：200㎡以上��
上記以外の市街化区域の土地：5,000㎡以上

屋外広告物を出すときは
問 都市計画課�計画係 ☎34-0422

　広告板、広告幕、アドバルーン、広告塔などを屋外に
設置するときは、原則として許可が必要です。

景観計画区域内における建築行為等の届出
問 都市計画課�計画係 ☎34-0422

　高さや延床面積が条例（結城市景観条例）に定め
る一定以上の建物・工作物などを築造する場合は、
事前に届出が必要です。

大規模土地取引の後には届け出を
問 企画政策課 ☎34-0404

　一定面積以上（※）の土地取引を行った場合、国土
利用計画法に基づき、権利取得者（譲受人）は契約締
結日を含めて2週間以内に、届出を行う必要があり
ます。
（※）届出対象…�市街化区域2,000㎡以上� �

市街化調整区域5,000㎡以上

　農地を耕作の目的で、売買、交換、贈与などにより
所有権を移転したり、地上権、永小作権、質権、使用
貸借、賃貸借などによる権利、その他の使用および
収益を目的とする権利を設定する場合は、農業委員
会の許可が必要となります。
　これは、単なる資産保有や投機目的などで農地を
取得し、農地の効率利用や農業の発展の妨げになる
農地取得を規制するとともに、近年急増している遊
休農地の発生防止のためにも、有能な農業者に適正
管理して欲しいためです。
　なお、取得する農家の移転・設定後の耕地面積が
50アール未満の場合には原則許可できないなど、い
くつか要件がありますので注意してください。

農地を耕作目的で賃借、売買、贈与などをする
場合は、許可申請が必要です。（農地法第3条）

　農地の転用とは、農地を住宅・駐車場・資材置場な
ど農地以外の目的に利用することです。農地を農地
以外の用途にするには、必ずその行為を行う前に、
農業委員会への許可（届出）申請が必要です。
※�申請の方法は農業委員会事務局へお問い合わせ
ください。

農地を住宅、駐車場、資材置場など、農地以外
の目的に使用（転用）する場合は、許可（届出）
申請が必要です。（農地法第4・第5条）

農地を相続した場合には届出が必要です
　相続などにより農地を取得した場合には、農地法
に基づく届出が義務付けられていますので、忘れず
に届出るようにしましょう。

農業経営基盤強化促進法による利用権設定
　農地を耕作目的で貸借権の設定を行う場合には、
農地法第3条許可ではなく、「利用権設定」の申し込
みで貸借契約を結ぶこともできます。
　これは、農業の担い手に対する農地の利用増進を
目的として、農地法による許可ではなく、手続きを簡
略化した利用権設定での貸借を推進するためです。
　また、利用権設定では、期間満了時に必ず農地が
戻ってくるため安心して貸すことができます。

　農業者の老後の生活安定と福祉の向上を図るこ
とを目的とした国が支える積立方式の年金です。こ
の年金は国民年金（基礎年金）の上乗せの年金です。

農業者年金について
問 農業委員会事務局�農地指導係 ☎34-0435

市街化調整区域に建築するときは
問 都市計画課�開発指導係 ☎34-0363

　市街化調整区域内は、市街化を抑制する区域であ
り、原則として建物は建てられません。ただし、一定
の要件を満たせば、許可を受け建築物を建てること
ができます。
　建物の用途を変更する場合も許可が必要となり
ます。
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　農用地の利用集積を促進するため、6年以上の利用�
権を設定した貸し手に対して、助成金を交付します。
　ただし、結城市農地流動化助成金交付要項の要件
を満たしていることが条件となります
◦交付額：3,000円（10a当たり）

農地流動化助成金交付事業
問 農業委員会事務局�農地指導係 ☎34-0435

　無秩序な林地開発や立木伐採は、森林の多面的機
能や周辺環境を損なう可能性があることから、面
積に応じて下記の手続きが必要となります。伐採を
行う場合には、事前に手続きが必要かどうか確認を
行ってください。
・�伐採面積が1ha未満の場合は、市へ90日前から30
日前までに�「伐採および伐採後の造林の届出」

・1haを超える場合は、県へ「林地開発許可」

森林の立木を伐採するときの手続について
問 農政課�農業係 ☎34-0360

　平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった
方は市町村長への事後届出が必要となりました。
◦届出対象者
　�個人、法人を問わず、売買や相続などにより森林
の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届
出をしなければなりません。� �
国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を
提出している方は対象外です。

森林の土地の所有者届出制度について
問 農政課�農業係 ☎34-0360

・�農業者年金に加入するには、次の3つの条件を満
たせば、だれでも加入できます。
　①年間60日以上農業に従事している。
　②�国民年金の保険料免除を受けていない第1号被
保険者である。

　③20歳以上60歳未満である。
　※�農業経営者だけでなく、配偶者や後継者なども
加入できます。

・�保険料は、月額2万円から6万7,000円まで1,000
円単位で決めることができ、保険料はいつでも変
更することができます。� �
認定農業者などの一定の要件を満たす方には、国
からの補助があります。
・�支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象
となります。
・�年金は、65歳から終身受け取れます。万が一亡くな
られた場合は、80歳までに受け取れるはずであっ
た年金額が死亡一時金として遺族に支給されます。
◦申請窓口：�北つくば農業協同組合または� �

農業委員会事務局

◦届出期間
　�土地の所有者となった日から90日以内に、取得し
た土地のある市町村の長に届出をしてください。

　森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内に
ある土地に火入れを行う場合には、森林法および結
城市火入れに関する条例に基づく許可が必要とな
ります。
　まずは火入れを行おうとする20日前までに、手続
きが必要な場所かどうか、お問い合わせください。

火入れについて
問 農政課�農業係 ☎34-0360

　「農用地」とは、農地が農業生産において最も基本
となる資源であることから、農業の近代化のための
必要な条件をそなえた農地を「農業振興地域の整備
に関する法律」に基づき設定したものです。
　農用地区域内にある農地を転用（農地以外の目的
に使用すること）するには、農地法による転用の前
に農用地区域から除外（農振除外）する必要があり
ますので、農政課までご相談ください。
※�農用地区域からの除外手続きについて、除外完了
には約6カ月を要します。

農用地区域の変更について
問 農政課�農政係 ☎34-0419

　公園、緑地の維持管理を行います。
　また、団体で公園の利用をお考えの場合は、ご相
談ください。

公園に関すること
問 都市計画課�住宅公園係 ☎54-7002

�募集住宅
○城西アパート、上林住宅、中住宅、かなくぼ住宅
　募集時期や入居要件等についてお問い合わせく
ださい。入居申込の前に面談をします。

市営住宅
問 都市計画課�住宅公園係 ☎54-7002
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　パブリックコメント制度とは、「市が計画などを
策定する際に、あらかじめその案を公表して、市民
等の意見を募集し、提出された意見を考慮して、市
で最終的な意思決定を行うとともに、提出された意
見の概要とそれに対する市の考えを公表する」一連
の手続きのことです。この制度を行うことにより、
重要な施策の意思決定の過程における透明性の向
上と市民参加の推進を図ります。
　パブリックコメントを実施する際には、市ホーム
ページなどによりお知らせします。

パブリックコメント制度
問 企画政策課�政策調整係 ☎34-0404

　外国人の方からの行政・在留手続や保険、福祉、子
育て、教育等の生活に係る相談に対して迅速に対応
できるよう、通訳・相談を多言語で行います。
◦場所：結城市役所1階　総合案内窓口内
◦時間：平日午前8時30分～午後5時15分
※費用はかかりません
※個人情報は厳守します

外国人一元的相談窓口
問 企画政策課�政策調整係 ☎34-0404

　私たちが住んでいる結城市をよりよくするために
は、市民一人ひとりが意見を出し合って進めること
が理想です。
　しかし、市民全員が集まって話し合うことは困難
なので、直接選挙によって私たちの代表者を選ぶこ
とで私たちの声を市政に反映させています。
　この代表者が市議会議員と市長です。
　市議会議員は議会を構成し、市政を進める上で大
切な市の予算や条例などを決める役割を担ってい
ます。このような働きから市議会は「議決機関」と呼
ばれます。
　市長は私たちの代表である市議会の意見を聞き
ながら、実際の事業を執り行うことから「執行機関」
と呼ばれます。
　市議会と市長はお互いに対等の立場から、それぞ
れの役割や権限を尊重し合って私たちの声を反映
させ、ちょうど「車の両輪」のように均衡を取りなが
ら、よりよいまちづくりに努めています。

市議会� 問 議会事務局 ☎34-0433

議会の運営� 問 議会事務局 ☎34-0433

定例会と臨時会
　議会はいつも開かれているわけではなく、定期的
または臨時に一定期間開かれます。定期的に開かれ
る会議を定例会、必要に応じて開かれる会議を臨時
会といいます。
　市議会の定例会は3月、6月、9月、12月の年4回開
かれます。
　また、会期については議会の権限で自主的に決定
しています。会期中には、本会議→委員会→本会議
の順序で議案や請願などの審議が進められます。

本会議
　全議員により議場で行われる会議を本会議とい
います。本会議は議会の意思を決定する、最も重要
な会議です。原則として、議員定数の2分の1以上の
出席がなければ成立しません。
　本会議では、市長が議案の提案理由を説明し、こ
れに対して議員は疑問に思うことを聞き（質疑）、意
見を述べ（討論）、賛成・反対を明らかにします。議員
が議案を提出することもあります。

委員会
　議会は限られた会期内に幅広い分野の案件を、い
くつも審議しなければなりません。議員全員で協議
するのでは時間がかかってしまいます。そこで、こ
れらを専門的・効率的に審査するために委員会が設
けられています。
　委員会には、常設の常任委員会と必要に応じて設
置される特別委員会、また、議会の運営に関する協
議を行う議会運営委員会があります。結城市議会の
常任委員会は、総務委員会、産業・建設委員会、教育・
福祉委員会に分かれています。

請願・陳情� 問 議会事務局 ☎34-0433

　請願や陳情は、市政などへの要望を直接市議会に
提出できる制度です。
　議員の紹介があるものを請願といい、ないものを
陳情といいます。また、採択した請願はその実現に
向け意見書の送付などを行います。
　市議会では、請願書も陳情書も随時受け付けてい
ます。
�作成方法

①邦文を用いる。
②�趣旨、提出年月日、請願者（陳情者）の住所を記載
し、請願者が署名または記名押印する。

③請願書は紹介議員が署名または記名押印する。
④請願書は表紙に請願書と明記する。

市政情報・議会
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議会の傍聴� 問 議会事務局 ☎34-0433

　市議会の本会議・常任委員会、特別委員会などは、
原則として公開されています。当日の受け付けをし
傍聴することができます。
�傍聴までの流れ

　本会議の傍聴は、住所・氏名を傍聴券交付依頼書
に記入すると、傍聴できます。傍聴人の定員は40人
です。
　委員会の傍聴も同様の流れですが、傍聴の定員
は、予算（3月）、決算（9月）特別委員会は40人、常任
委員会は7人です。
　また、常任委員会や、その他の特別委員会では審
査事件の内容により、特別な取り扱いをすることも
ありますのでご了承ください。

　まちづくり協働課は、「協働のまちづくり」と「男
女共同参画」を推進しています。
　ボランティアや非営利で公益的な社会貢献活動
を行う際の拠点として、「まちや地域を元気にした
い」、「仲間をつくりたい」、「経験や知識を役立てた
い」、「団体の活動をさらに発展させたい」などの想
いを応援します。

協働のまちづくり・男女共同参画
問 まちづくり協働課 ☎54-7008

広聴� 問 秘書課�秘書係 ☎34-0309

市長へのご意見箱（市民提案制度）
　市民の皆さんのご意見・ご提案を市政に反映させ
るための市民提案制度です。
　郵送とインターネットの2種類の方法でいつでも
受け付けています。
　市役所及び各出張所に備え付けてある郵送用の
封書をご使用ください。

市長と語ろう結城の未来
　市民の建設的なご意見・ご提案を市政に生かすた
め、市が設定したテーマを基に市長と市民による意
見交換会を行います。（年3回程度予定）

個人情報保護制度
問 総務課�総務係 ☎34-0402

　市が保有する個人情報を適正に管理するととも
に、使用目的や管理の方法を公表し、市民の利益を
守ることを目的としています。
�請求の方法

　自己情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求に
ついては、担当課窓口で職員と相談の上、各種請求
書に必要事項を記入し、総務課窓口へ提出してくだ
さい（請求者本人であることを示す書類の提出また
は提示が必要になります。）。

　市の選挙人名簿に登録されている方は、次の選挙
に投票することができます。
◦�衆議院議員総選挙（最高裁判所裁判官国民審査同
時執行）

◦参議院議員通常選挙
◦茨城県知事選挙
◦茨城県議会議員選挙
◦結城市長選挙
◦結城市議会議員選挙
　投票日当日に投票所に行くことができない方は、
期日前投票や不在者投票をすることができます。

選挙�問 選挙管理委員会（総務課内） ☎34-0402

選挙人名簿
問 選挙管理委員会（総務課内） ☎34-0402

　選挙権を行使するには、選挙人名簿に登録されて
いることが必要です。選挙人名簿の登録は、毎年3
月・6月・9月・12月の1日（1日が休日の場合には翌
開庁日）に登録する定時登録と、選挙のときに登録
する選挙時登録があります。
　名簿は、住民票の記載をもとに調製され、基準日
現在18歳以上の方で引き続き3カ月以上住所を有
する方が登録されます。また、市外に転出した場合
には4カ月経過したときに登録を抹消されます。

　行政文書の開示を請求する市民の権利を保障す
るとともに、開かれた市政の実現と市民参加による
公正で効率的な市政の発展に資することを目的と
しています。
�開示請求できる方

　どなたでも請求できます。
�請求の方法

　開示請求しようとする場合は、「行政文書開示請
求書」に必要な事項を記入して提出してください。

情報公開制度�問 総務課�総務係 ☎34-0402
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名称 日時・場所 内容（対応者） 問合先 予約

法律相談 第2・4金曜日
（午後1時30分～午後3時30分）

社会福祉協議会（健康増
進センター内）相談室 法律に関する相談（弁護士） 社会福祉協議会

☎33-0225 要

人権相談 偶数月1回開催 市役所、山川文化会館

いじめ・体罰、暴行・虐待、差別待
遇、名誉毀損・プライバシー侵害、
土地の境界の問題、隣近所のもめ
ごと、就労の問題、医療関係、セク
ハラ・ストーカーなど（人権擁護
委員）

総務課
☎34-0402 不要

広聴 毎月1回開催 市役所
行政全般についての苦情、その他
相談、意見、要望など（行政相談委
員）

秘書課
☎34-0309 不要

毎日相談 月～金曜日（年末年始・祝日を除く）
（午前8時30分～午後5時15分）

社会福祉協議会
（健康増進センター内）

困りごと、悩み事全般の相談（社
会福祉協議会職員）

社会福祉協議会
☎33-0225 不要

家庭児童
相談

月～金曜日（年末年始・祝日を除く）
（午前8時30分～午後5時15分）

子ども福祉課
家庭児童相談室

家庭における児童養育の相談（家
庭相談員）

子ども福祉課
☎54-7020 不要

女性相談 月～金曜日（年末年始・祝日を除く）
（午前8時30分～午後5時15分）

子ども福祉課
家庭児童相談室

女性の日常生活の悩みや家庭生
活などの相談（女性相談員）

子ども福祉課
☎54-7020 不要

納税相談
毎月最終日曜日
（午前9時～正午）
※受付時間　午前9時～午前11時

収納課
☎34-0413

市税などを特段の理由等で納期
限内に納付できない方で、平日に
納税の相談ができない方のため
の相談

収納課
☎34-0413 不要

子育て
相談

月～土曜日
（午前9時～午後4時30分）

市子育て支援センター
☎34-1070

子育てに関する相談（保育士）
・ことばや発達の悩み、相談
・�子育てや家庭に関するさまざ
まな悩み事

・心の悩みに関する相談など

子育て
支援センター
☎34-1070

面談のみ
要予約

消費生活
センター

月～金曜日（年末年始・祝日を除く）
（午前9時～午後0時、午後1時～午
後4時）

消費生活センター
（市役所2階）
☎32-1161

消費者と事業者との間に生じた
商品やサービスに関する苦情、多
重債務相談など（消費生活相談
員）

商工観光課
☎34-0421

面談の
場合、
予約優先

家庭教育
相談 月～金曜日（午前9時～午後4時）

教育支援センター
フレンド「ゆうの木」
☎33-1201

しつけ、教育、不登校、問題行動な
ど（生徒指導相談員）

指導課
☎32-9971 不要

就学相談 月～金曜日（午前9時～午後5時） 指導課（市役所3階）
来春小学校へ入学する児童で、心
身に不安を感じている保護者の
就学相談（指導課職員）

指導課
☎32-9971 不要

体罰・
いじめ相談 月～金曜日（午前9時～午後5時） 指導課（市役所3階） 体罰・いじめについて（指導課職

員）
指導課
☎32-9971 不要

相談
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※生活ガイドでは、暮らしに役立つ情報を掲載しています。
※地図のページに関しましては、該当ページに広告をご掲載いただきました施設の情報のみ表示しています。

92健康マップ【病院・医院】

94健康マップ【歯科医院】

96結城市医師会

97結城市歯科医師会

98筑西薬剤師会

99結城商工会議所

100愛車の健康法

102リフォームの基礎知識

108葬儀について

110生活マップ
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心と体の
リラクゼーション法

簡単な呼吸法で、体の緊張をほぐしてみ
ましょう。
口を軽くあけて、ハァーとため息をつい
てください。苦しくならない程度に長く
息を吐いたら、少し息を止めて休みま
す。息を吸うのは自然にまかせ、吸った
ら、またハァーと吐いて休む、というの
を繰り返します。吐く息に集中するのが
ポイント。気分が落ち着くまで何回でも
やってみましょう。

❶リラックス呼吸法

心と体の
リラクゼーション法

❷アロマセラピーを
　利用してみよう
アロマセラピーとは、植物の精油で、主
にその香りをかぐことで健康に導くとい
うもの。自分の好きな香りの精油をベー
スオイルで薄めてマッサージしたり、ア
ロマポットに数滴垂らし、温めて香りを
楽しみましょう。
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心と体の
リラクゼーション法

簡単な呼吸法で、体の緊張をほぐしてみ
ましょう。
口を軽くあけて、ハァーとため息をつい
てください。苦しくならない程度に長く
息を吐いたら、少し息を止めて休みま
す。息を吸うのは自然にまかせ、吸った
ら、またハァーと吐いて休む、というの
を繰り返します。吐く息に集中するのが
ポイント。気分が落ち着くまで何回でも
やってみましょう。

❶リラックス呼吸法

心と体の
リラクゼーション法

❷アロマセラピーを
　利用してみよう
アロマセラピーとは、植物の精油で、主
にその香りをかぐことで健康に導くとい
うもの。自分の好きな香りの精油をベー
スオイルで薄めてマッサージしたり、ア
ロマポットに数滴垂らし、温めて香りを
楽しみましょう。
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ここは有料広告掲載ページです

地図のページに関しましては、該当ページに広告をご掲載
いただきました施設の情報のみ表示しています。
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歯の健康の
ための歯磨き

歯垢の定着を防ぎ、口内を清潔に保つた
めには、食事後すぐに歯磨きをすること
が大切。デンタルフロス等の歯間部清掃
器具の兼用も効果的です。歯と歯ぐきを
傷つけないよう軽い力で丁寧にブラッシ
ングしましょう。

磨き残しを防ぐには、歯ブラシの毛先を
小刻みに動かし、1～2本ずつ磨くといい
でしょう。1回あたり3分
以上かけて、丁寧に磨き
ましょう。

食後すぐに磨く！1

歯ブラシの毛先を
小刻みに動かすこと！

2

歯の健康の
ための歯磨き

歯ぐきに腫れや出血
がある人は、毛先のや
わらかい歯ブラシにと
りかえ、歯と歯ぐきの
境目を意識して磨くと
いいでしょう。

歯磨き剤は泡が多くたつと磨けたような
錯覚を起こします。歯磨き剤をたくさん
つけないようにしましょう。

腫れや出血には、
歯ブラシのチョイスに
も気をつけて！

3

歯磨き剤は適量で！4
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歯の健康の
ための歯磨き

歯垢の定着を防ぎ、口内を清潔に保つた
めには、食事後すぐに歯磨きをすること
が大切。デンタルフロス等の歯間部清掃
器具の兼用も効果的です。歯と歯ぐきを
傷つけないよう軽い力で丁寧にブラッシ
ングしましょう。

磨き残しを防ぐには、歯ブラシの毛先を
小刻みに動かし、1～2本ずつ磨くといい
でしょう。1回あたり3分
以上かけて、丁寧に磨き
ましょう。

食後すぐに磨く！1

歯ブラシの毛先を
小刻みに動かすこと！

2

歯の健康の
ための歯磨き

歯ぐきに腫れや出血
がある人は、毛先のや
わらかい歯ブラシにと
りかえ、歯と歯ぐきの
境目を意識して磨くと
いいでしょう。

歯磨き剤は泡が多くたつと磨けたような
錯覚を起こします。歯磨き剤をたくさん
つけないようにしましょう。

腫れや出血には、
歯ブラシのチョイスに
も気をつけて！

3

歯磨き剤は適量で！4
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ここは有料広告掲載ページです

地図のページに関しましては、該当ページに広告をご掲載
いただきました施設の情報のみ表示しています。
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　茨城県結城市の歯科医師会です。それぞれの歯科医院・クリニックでの診療はもちろん、地域医療・訪問医療
等にも力を入れた活動をしています。私たちはみなさまの健康な生活を歯科の立場でサポートしています。

地域の皆様へ

URL：http://yuki-da.com/
事務局　〒307-0001　結城市大字結城1194　結城市健康増進センター内結城市医師会

　TEL：0296-33-5200　URL：http://yuki-ma.com/

　結城市医師会は、結城市内の病院、診療所、老健施設等の医師、74名が所属している一般社団法
人の団体です。我々は、地域の皆様（結城市近隣の市町村も含めて）が健康で安全な生活を提供す
るために、かかりつけ医、救急医療をはじめ、各医療機関の連携をはかるとともに、学校保健、産業
医、地域保健活動、在宅医療に取り組み、皆様の健康の保持、増進に努めております。　

地域の皆様へ 結城市医師会会長　池羽 一紀

結城市医師会　会員施設一覧
病院・医院名 所在地 電話番号

あおぞら整形外科 結城市新福寺6-6-3 0296-20-8611
生きいき診療所・ゆうき 結城市結城9144-1 0296-45-6500
池羽レディースクリニック 結城市結城10622-1 0296-33-3465
稲葉医院 結城市結城1416 0296-33-2239
えばた内科クリニック 結城市結城3353-3 0296-34-1155
遠藤クリニック 結城市結城8775-7 0296-32-8788 
大木医院 結城市小田林2520-29 0296-33-2288
介護老人保健施設すばる 結城市結城10780 0296-21-2088
介護老人保健施設すばる
通所リハビリセンター茶釜の湯 結城市結城11299-1 0296-21-2001

介護老人保健施設健田第2 結城市結城12744 0296-33-0880
きぬのまち診療所 結城市結城11758-50 0296-34-1655
栗原胃腸科医院 結城市結城354-3 0296-32-2727
佐久間耳鼻咽喉科 結城市結城368-3 0296-33-3403
さわやか内科・小児科 結城市新福寺6-6-8 0296-20-8655
しろがねクリニック 結城市結城13447 0296-32-4511
城西病院 結城市結城10745-24 0296-33-2111
蘇原内科医院 結城市結城421 0296-33-3927
つぼいクリニック 結城市中央町1-12-2 0296-33-1020
特別養護老人ホームヒューマンハウス 結城市結城10767-19 0296-34-7101
長沢医院 結城市結城6306-4 0296-33-6333
松永内科クリニック 結城市中央町2-10-9 0296-33-7333
三木整形外科クリニック 結城市下り松4-11-3 0296-45-5131
みずのクリニック 結城市上山川5049-14 0296-34-7117
宮田医院 結城市結城30 0296-32-5252
宮田外科医院 結城市結城344-6 0296-33-2608
結城眼科 結城市結城7188-20 0296-20-8878
結城クリニック 結城市結城633-1 0296-32-3639
結城病院 結城市結城9629-1 0296-33-4161
老健施設生きいき倶楽部 結城市結城9143-1 0296-20-8666
和田耳鼻咽喉科 結城市結城13667 0296-32-6121
渡邉医院 結城市山川新宿168 0296-35-0006

令和3年8月1日現在
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　茨城県結城市の歯科医師会です。それぞれの歯科医院・クリニックでの診療はもちろん、地域医療・訪問医療
等にも力を入れた活動をしています。私たちはみなさまの健康な生活を歯科の立場でサポートしています。

地域の皆様へ

URL：http://yuki-da.com/
事務局　〒307-0001　結城市大字結城1194　結城市健康増進センター内結城市医師会

　TEL：0296-33-5200　URL：http://yuki-ma.com/

　結城市医師会は、結城市内の病院、診療所、老健施設等の医師、74名が所属している一般社団法
人の団体です。我々は、地域の皆様（結城市近隣の市町村も含めて）が健康で安全な生活を提供す
るために、かかりつけ医、救急医療をはじめ、各医療機関の連携をはかるとともに、学校保健、産業
医、地域保健活動、在宅医療に取り組み、皆様の健康の保持、増進に努めております。　

地域の皆様へ 結城市医師会会長　池羽 一紀

結城市歯科医師会　会員一覧
歯科名 所在地 電話番号

あべた歯科クリニック 結城市武井1322-17 0296-35-3115

あらかわ歯科医院 結城市結城11753-6 0296-33-2212

おくざわ歯科 結城市結城9858-19  0296-32-2656 

かいだ歯科医院 結城市結城13622-1 0296-33-0585

きど歯科クリニック 結城市結城11839-1  0296-48-8295

河野歯科医院 結城市結城1572  0296-32-6100

桜井歯科医院 結城市上山川3460-1 0296-35-0043

歯科口腔外科保坂クリニック 結城市結城139 0296-33-8020

城西病院　歯科・口腔外科 結城市結城10745-24  0296-32-9141

城南歯科医院 結城市新福寺5-3-1 0296-32-8881

白石歯科医院 結城市結城9284-10  0296-33-0024 

神明橋歯科医院 結城市結城12021 0296-32-0022

鈴木歯科医院 結城市結城1168 0296-32-5585

須藤歯科クリニック 結城市結城11397-7 0296-32-8241

曽雌歯科医院 結城市結城5832-4  0296-33-0418

高嶋歯科医院 結城市今宿1083-7  0296-35-3348 

館野歯科クリニック 結城市結城黒田12714  0296-33-1184

玉岡歯科医院 結城市結城1958-2 0296-33-5965

にこにこ歯科 結城市結城繁昌塚9143-2 0296-20-8633

三木歯科医院 結城市鹿窪1305-99 0296-32-8118

結城デンタルクリニック 結城市結城12734-1 0296-20-8221

よこやま歯科クリニック 結城市結城8438 0296-54-6644

わたなべ歯科医院 結城市五助2427 0296-34-8811
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　筑西薬剤師会の主な活動は、①医薬品供給、②かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師としての対応、③学校薬剤
師活動、④薬物乱用防止活動、⑤大規模災害への準備対応、⑥在宅訪問、です。これらの活動を通じて、地域の皆
様に市販薬、処方薬に対するアドバイスや健康相談に応じております。また多職種と連携し在宅療養のサポー
トも行っております。お薬のことで困り事があればお気軽にご相談ください。

地域の皆様へ
筑西薬剤師会結城支部より

URL：https://www.chikusei-ph.com/

経営相談サービス 

■金融相談
■個人青色申告者
■経営診断
■経営安定特別相談室
■中小企業倒産防止共済
■労働保険事務代行

商工会議所の事業活動
情報サービス 

■会　報
■調査・研究
■講習会・セミナー
■簿記・珠算検定試験

福利・厚生サービス 
■生命共済制度
■小規模企業共済
■特定退職金共済
■生活習慣病予防健診

商工会議所とは
日本商工会議所は、全国515の商工会議所を会員とし、各地の商工会議所が「その地区内に

おける商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉増進に資する」という目的を
円滑に遂行できるよう全国の商工会議所を総合調整し、その意見を代表している団体です。

商工会議所は、地域の商工業者の世論を代表し、商工業の振興に力を注いで、国民経済の健
全な発展に寄与するための地域総合経済団体です。したがって、商工会議所の活動には、大企
業も中小企業も、みんな力を合わせて、都市を住みよく、働きやすいところにしようという念
願がこめられています。 

目的と性格

商工会議所は、
（１）地域性－地域を基盤としている。
（２）総合性－会員はあらゆる業種・業態の商工業者から構成される。
（３）公共性－公益法人としての組織や活動などの面で強い公共性を持っている。
（４）国際性－世界各国に商工会議所が組織されている。

という4つの大きな特徴を持っています。 

商工会議所の特徴

〒307-0001 茨城県結城市大字結城531　
TEL：0296-33-3118　FAX：0296-33-0304　URL：https://yuuki.inetcci.or.jp/

結城市の身近な薬局･薬店
薬店・薬局名 所在地 電話番号

 あじさい薬局  結城市結城8776-9  0296-20-8223

 あやめ薬局結城店  結城市結城10739-9  0296-49-8285

 かなくぼ薬局  結城市鹿窪1305-97  0296-32-4017

 カワチ薬局結城南店  結城市下り松6-9-20  0296-21-2260

 絹の里薬局  結城市結城1356-6  0296-20-8306

 くわのみ薬局  結城市結城11794-2  0296-20-8130

 すこやか薬局  結城市結城7965-28 0296-20-8622

 すみれ薬局  結城市中央町2-9-15 0296-33-0313

 せき調剤薬局  結城市結城10611-1  0296-34-7833

 中央薬局結城店  結城市上山川5049-13  0296-34-7077

 つむぎ薬局  結城市下り松4-11-4  0296-45-6811

 ハニュウ薬局小田林店  結城市小田林2520-213  0296-33-8090

 ハニュウ薬局結城駅南店  結城市中央町1-5-20  0296-34-0077

 ハニュウ薬局結城東店  結城市結城6202  0296-21-2277

 ひまわり調剤薬局  結城市結城10742-15  0296-33-6905

 マロニエ調剤薬局  結城市新福寺6-6-4  0296-48-9030

 結城中央薬局  結城市結城9628-4  0296-33-7651
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　筑西薬剤師会の主な活動は、①医薬品供給、②かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師としての対応、③学校薬剤
師活動、④薬物乱用防止活動、⑤大規模災害への準備対応、⑥在宅訪問、です。これらの活動を通じて、地域の皆
様に市販薬、処方薬に対するアドバイスや健康相談に応じております。また多職種と連携し在宅療養のサポー
トも行っております。お薬のことで困り事があればお気軽にご相談ください。

地域の皆様へ
筑西薬剤師会結城支部より

URL：https://www.chikusei-ph.com/

経営相談サービス 

■金融相談
■個人青色申告者
■経営診断
■経営安定特別相談室
■中小企業倒産防止共済
■労働保険事務代行

商工会議所の事業活動
情報サービス 

■会　報
■調査・研究
■講習会・セミナー
■簿記・珠算検定試験

福利・厚生サービス 
■生命共済制度
■小規模企業共済
■特定退職金共済
■生活習慣病予防健診

商工会議所とは
日本商工会議所は、全国515の商工会議所を会員とし、各地の商工会議所が「その地区内に

おける商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉増進に資する」という目的を
円滑に遂行できるよう全国の商工会議所を総合調整し、その意見を代表している団体です。

商工会議所は、地域の商工業者の世論を代表し、商工業の振興に力を注いで、国民経済の健
全な発展に寄与するための地域総合経済団体です。したがって、商工会議所の活動には、大企
業も中小企業も、みんな力を合わせて、都市を住みよく、働きやすいところにしようという念
願がこめられています。 

目的と性格

商工会議所は、
（１）地域性－地域を基盤としている。
（２）総合性－会員はあらゆる業種・業態の商工業者から構成される。
（３）公共性－公益法人としての組織や活動などの面で強い公共性を持っている。
（４）国際性－世界各国に商工会議所が組織されている。

という4つの大きな特徴を持っています。 

商工会議所の特徴

〒307-0001 茨城県結城市大字結城531　
TEL：0296-33-3118　FAX：0296-33-0304　URL：https://yuuki.inetcci.or.jp/
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　エンジンオイルは次第に汚れ、機能が低下します。交換時期はエンジンの状態や使用状況
によって異なりますが、一般的に5,000～10,000km経過時（走行距離が少ない場合でも
6ヶ月～1年ごと）と言われています。オイルのグレードによって交換時期が定められている
ので、状況に合わせ、早めに交換しましょう。

　エンジンをかけたら排気ガスをチェックしましょう。
無色のはずの排気ガス
が黒ずんでいるなど、普
段と異なる状態を発見
したら早めに整備工場
に相談しましょう。

　普段からガソリンを入れ
た時には燃費を調べて、燃費
の変化に注意しましょう。燃
費が悪くなったように感じ
たら点検しましょう。

　タイヤは、唯一路面と接し
て重い車重を支えている、負
担の大きなパーツです。ドラ
イブに出かける前に、タイヤ
の寿命や溝の有無、空気圧な
どチェックしましょう。

　車のランプ類はドライバーが状況を確認する他に、周
りに対して意思表示を伝える役割もあります。安全に走
行するために、日頃
から故障している
ランプが無いか点
検しましょう。

日常点検や定期点検を習慣づけ、大切なクルマを長持ちさせましょう。「ちょっと変だ」と早めに異変
に気付くことで、多くのトラブルを回避することができます。その為のアドバイスを紹介します。

使う用途や車種によって違いはありますが、車の維持費は大きく4つに分類されます。ガソリンなどの燃料費、
定期点検・車検、部品、消耗品などのメンテナンス費、年間の任意保険料、自動車税も必要になってきます。
他にも、保管場所によっては駐車場代なども考えられますので、車を購入する前には、これらも併せて考慮す
ることが大切です。

平成14年から、排出ガスや燃費の性能など環境に配慮した度合いによって、車種や車齢ごとに異なる税額とな
る「グリーン税制」が実施されています。
これによって電気や天然ガスなどの低燃費自動車などは、新車購入時にかかる税率が大幅に軽減されていま
す。一方で一定の車齢を越えたディーゼル車などに対しては、増税もあります。
細かな基準と条件がありますので、しっかり確認しておきましょう。

車のこと

　雨の日になくてはならないワイパーですが、劣化して
くると拭きムラができたりびびり（拭き跡）が残り、か
えって視界が悪く
なることも。日頃か
ら点検し、できれば
1年に1度交換しま
しょう。

　水温計などの計器でエンジンの異常を確認する事
は出来ますが、エンジンから普段と違う音がしないか
どうかでも確認は
出来ます。ガラガ
ラ・キューキュー
というような音が
したらすぐに点検
しましょう。
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　エンジンオイルは次第に汚れ、機能が低下します。交換時期はエンジンの状態や使用状況
によって異なりますが、一般的に5,000～10,000km経過時（走行距離が少ない場合でも
6ヶ月～1年ごと）と言われています。オイルのグレードによって交換時期が定められている
ので、状況に合わせ、早めに交換しましょう。

　エンジンをかけたら排気ガスをチェックしましょう。
無色のはずの排気ガス
が黒ずんでいるなど、普
段と異なる状態を発見
したら早めに整備工場
に相談しましょう。

　普段からガソリンを入れ
た時には燃費を調べて、燃費
の変化に注意しましょう。燃
費が悪くなったように感じ
たら点検しましょう。

　タイヤは、唯一路面と接し
て重い車重を支えている、負
担の大きなパーツです。ドラ
イブに出かける前に、タイヤ
の寿命や溝の有無、空気圧な
どチェックしましょう。

　車のランプ類はドライバーが状況を確認する他に、周
りに対して意思表示を伝える役割もあります。安全に走
行するために、日頃
から故障している
ランプが無いか点
検しましょう。

日常点検や定期点検を習慣づけ、大切なクルマを長持ちさせましょう。「ちょっと変だ」と早めに異変
に気付くことで、多くのトラブルを回避することができます。その為のアドバイスを紹介します。

使う用途や車種によって違いはありますが、車の維持費は大きく4つに分類されます。ガソリンなどの燃料費、
定期点検・車検、部品、消耗品などのメンテナンス費、年間の任意保険料、自動車税も必要になってきます。
他にも、保管場所によっては駐車場代なども考えられますので、車を購入する前には、これらも併せて考慮す
ることが大切です。

平成14年から、排出ガスや燃費の性能など環境に配慮した度合いによって、車種や車齢ごとに異なる税額とな
る「グリーン税制」が実施されています。
これによって電気や天然ガスなどの低燃費自動車などは、新車購入時にかかる税率が大幅に軽減されていま
す。一方で一定の車齢を越えたディーゼル車などに対しては、増税もあります。
細かな基準と条件がありますので、しっかり確認しておきましょう。

車のこと

　雨の日になくてはならないワイパーですが、劣化して
くると拭きムラができたりびびり（拭き跡）が残り、か
えって視界が悪く
なることも。日頃か
ら点検し、できれば
1年に1度交換しま
しょう。

　水温計などの計器でエンジンの異常を確認する事
は出来ますが、エンジンから普段と違う音がしないか
どうかでも確認は
出来ます。ガラガ
ラ・キューキュー
というような音が
したらすぐに点検
しましょう。
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・施工業者の事業内容がリ
フォーム目的と合致してい
るか？

・実績や業務内容を吟味。信
頼できる事業者か？

・候補を数社選んで同じ条件
で見積書を提出してもらい
検討したか？

　契約前に疑問点・不安点は徹
底的に確認しましょう。
　見積書・提案書や契約書だけ
でなく、打ち合わせの際の資料
やメモなど書類にはしっかり目
を通し、保管しておきましょう。

・工事に向けての準備や近隣
への周知は大丈夫か？

・工程表に基づいて進んでい
るか？

・変更・追加などが発生して
いないか？

　定期的に施工業者から報告・
連絡を受けるようにしましょう。
また、不安がある場合は施工業
者の担当者を通じて確認する
ようにしましょう。

ＰＯＩＮＴ
・事業者立ち会いの下、確認

をし説明をうけたか？
・今後のメンテナンスや保証

先を確認したか？

　建物の一部分の改装もリフォームですし、
全面改装でもリフォームです。当然のことです
が、手を加えれば加える程かかる費用は増え
ていきます。例えば、畳敷きの6畳間をフローリ
ングに替える場合は十数万円ですが、家全体
に及ぶ大掛かりな改装の場合
は、建替えの方が安くなる事も
あります。

　現在のお住まいの不満のある所をリスト
アップする事をおすすめします。そうする事で
ただ漠然と不満に感じていた事も具体的に検
討出来るようになり、優先順位をつけて内容
の整理もしやすくなります。
　また、キッチンなどの設備の取り替えをお考
えの場合は、ショールームなどで実際に見て
触ってみる事も重要です。

●費用の安さで決めずに、契約内容に納得し
た上で契約をかわしましょう。
●建築士や増改築相談員などの資格者がい
るか確認しましょう。
●経験豊富で実績がある事業者かどうか確認
しましょう。
●アフターフォローはどうなのか、必ず確認し
ましょう。

ＰＯＩＮＴ ＰＯＩＮＴ ＰＯＩＮＴ ＰＯＩＮＴ

・ 時期、期間は？
・ 予算は？

　リフォームの目的から具体
的な計画を立てましょう。
　この時点での情報収集も大
切なポイントです。

STEP.1 STEP.2 STEP.３ STEP.４
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・施工業者の事業内容がリ
フォーム目的と合致してい
るか？

・実績や業務内容を吟味。信
頼できる事業者か？

・候補を数社選んで同じ条件
で見積書を提出してもらい
検討したか？

　契約前に疑問点・不安点は徹
底的に確認しましょう。
　見積書・提案書や契約書だけ
でなく、打ち合わせの際の資料
やメモなど書類にはしっかり目
を通し、保管しておきましょう。

・工事に向けての準備や近隣
への周知は大丈夫か？

・工程表に基づいて進んでい
るか？

・変更・追加などが発生して
いないか？

　定期的に施工業者から報告・
連絡を受けるようにしましょう。
また、不安がある場合は施工業
者の担当者を通じて確認する
ようにしましょう。

ＰＯＩＮＴ
・事業者立ち会いの下、確認

をし説明をうけたか？
・今後のメンテナンスや保証

先を確認したか？

　建物の一部分の改装もリフォームですし、
全面改装でもリフォームです。当然のことです
が、手を加えれば加える程かかる費用は増え
ていきます。例えば、畳敷きの6畳間をフローリ
ングに替える場合は十数万円ですが、家全体
に及ぶ大掛かりな改装の場合
は、建替えの方が安くなる事も
あります。

　現在のお住まいの不満のある所をリスト
アップする事をおすすめします。そうする事で
ただ漠然と不満に感じていた事も具体的に検
討出来るようになり、優先順位をつけて内容
の整理もしやすくなります。
　また、キッチンなどの設備の取り替えをお考
えの場合は、ショールームなどで実際に見て
触ってみる事も重要です。

●費用の安さで決めずに、契約内容に納得し
た上で契約をかわしましょう。
●建築士や増改築相談員などの資格者がい
るか確認しましょう。
●経験豊富で実績がある事業者かどうか確認
しましょう。
●アフターフォローはどうなのか、必ず確認し
ましょう。

ＰＯＩＮＴ ＰＯＩＮＴ ＰＯＩＮＴ ＰＯＩＮＴ

・ 時期、期間は？
・ 予算は？

　リフォームの目的から具体
的な計画を立てましょう。
　この時点での情報収集も大
切なポイントです。

STEP.1 STEP.2 STEP.３ STEP.４
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補助金

　介護保険制度では、「要支援1～ 2」や「要介
護1～ 5」と認定された方が、自宅で生活をし
やすい住環境にするための手すりの取り付け
や段差解消などの、住宅改修に対して費用が
支給されます。
　また介護保険制度とは別に、高齢者向けや
障がい者向けに住宅改修に助成金を支給して
いるところもあります。工事をお考えの際には
事前に自治体に相談してみると良いでしょう。

　バリアフリー住宅は、お年寄りや障
がいを抱えている方でも住みやすい
生活をおくれる住宅のことです。床の
段差をなくしたり、階段に手すりを取
り付けるなどいつまでも安全で暮ら
しやすい家で子どもから高齢のご両
親まで、みんなが居心地よく住めるこ
とが重要です。

　室内の床や壁、柱、家具などの木製品は、多くは何らかの塗装
がされています。特に大量生産の製品はそのほとんどに化学塗
料が使われています。
　近年、シックハウス症候群の原因となる、化学物質による室内
の空気汚染が問題視されています。お子さんやご家族がアレル
ギー体質なら業者にまず相談する必要があるでしょう。

　最近では自社ホームページを持って
いるリフォーム会社も多いようです。ポ
ストに入ってくるチラシも情報収集の
チャンスです。
　またご近所や知り合いでリフォーム
工事をした家があったら、その会社がど
んな対応だったか聞いてみるのも一つ
の手です。

　リフォーム時には、住宅に関する法
律についても知っておく必要がありま
す。通常業者さんが把握しており問題
の起こることはあまりありませんが、
知っておきたい法律としては建築基準
法があります。建築基準法は住宅の安
全性、居住性、周辺環境への配慮を目
的としている法律で、新築だけではな
くリフォーム時にも適用されるので注
意が必要です。

外壁や屋根などの断熱は
リフォームするときがチャンスです。

住宅を新築したりする時は、
次世代省エネ基準の住宅を選びましょう。

　外壁や屋根などの断熱は、内装や外装をリフォームする時に一
緒に行うと、施工もしやすく費用効率もよいので、一石二鳥です。
　断熱の基本は、住宅をすっぽりくるむ事です。ですから部位毎
にバラバラに施工するより、全体を一度に行うと、とても効果的
です。また、天井や屋根と壁、壁と床や基礎などの境目は、施工が
難しい場所で、注意が必要です。

　平成11年に省エネルギー法に基づく住宅の断熱性能・気密性
能等の基準（省エネ基準）の内容が、より省エネルギー化の方向
に見直されました。

★快適で健康
　断熱・気密化されると、部屋毎の温度差などが小さくなり、と
ても快適になります。また、換気も確保されるので、健康的な住
宅となります。
★省エネルギー
　断熱・気密性能がとても高くなるので、暖・冷房の費用を大き
く減らし、ＣＯ₂の排出も少なくできます。
★長寿命
　防湿層によって壁の内部が結露しにくくなるので、家を支え
る土台や柱の腐食を防止し、家を長持ちさせます。
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補助金

　介護保険制度では、「要支援1～ 2」や「要介
護1～ 5」と認定された方が、自宅で生活をし
やすい住環境にするための手すりの取り付け
や段差解消などの、住宅改修に対して費用が
支給されます。
　また介護保険制度とは別に、高齢者向けや
障がい者向けに住宅改修に助成金を支給して
いるところもあります。工事をお考えの際には
事前に自治体に相談してみると良いでしょう。

　バリアフリー住宅は、お年寄りや障
がいを抱えている方でも住みやすい
生活をおくれる住宅のことです。床の
段差をなくしたり、階段に手すりを取
り付けるなどいつまでも安全で暮ら
しやすい家で子どもから高齢のご両
親まで、みんなが居心地よく住めるこ
とが重要です。

　室内の床や壁、柱、家具などの木製品は、多くは何らかの塗装
がされています。特に大量生産の製品はそのほとんどに化学塗
料が使われています。
　近年、シックハウス症候群の原因となる、化学物質による室内
の空気汚染が問題視されています。お子さんやご家族がアレル
ギー体質なら業者にまず相談する必要があるでしょう。

　最近では自社ホームページを持って
いるリフォーム会社も多いようです。ポ
ストに入ってくるチラシも情報収集の
チャンスです。
　またご近所や知り合いでリフォーム
工事をした家があったら、その会社がど
んな対応だったか聞いてみるのも一つ
の手です。

　リフォーム時には、住宅に関する法
律についても知っておく必要がありま
す。通常業者さんが把握しており問題
の起こることはあまりありませんが、
知っておきたい法律としては建築基準
法があります。建築基準法は住宅の安
全性、居住性、周辺環境への配慮を目
的としている法律で、新築だけではな
くリフォーム時にも適用されるので注
意が必要です。

外壁や屋根などの断熱は
リフォームするときがチャンスです。

住宅を新築したりする時は、
次世代省エネ基準の住宅を選びましょう。

　外壁や屋根などの断熱は、内装や外装をリフォームする時に一
緒に行うと、施工もしやすく費用効率もよいので、一石二鳥です。
　断熱の基本は、住宅をすっぽりくるむ事です。ですから部位毎
にバラバラに施工するより、全体を一度に行うと、とても効果的
です。また、天井や屋根と壁、壁と床や基礎などの境目は、施工が
難しい場所で、注意が必要です。

　平成11年に省エネルギー法に基づく住宅の断熱性能・気密性
能等の基準（省エネ基準）の内容が、より省エネルギー化の方向
に見直されました。

★快適で健康
　断熱・気密化されると、部屋毎の温度差などが小さくなり、と
ても快適になります。また、換気も確保されるので、健康的な住
宅となります。
★省エネルギー
　断熱・気密性能がとても高くなるので、暖・冷房の費用を大き
く減らし、ＣＯ₂の排出も少なくできます。
★長寿命
　防湿層によって壁の内部が結露しにくくなるので、家を支え
る土台や柱の腐食を防止し、家を長持ちさせます。
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　住宅展示場などに出かけたり、雑誌・インターネット、または家を建て
た人から話を聞くなど、住まいづくりのための情報収集を行い、ライフス
タイルや家族の要望などとすりあわせながら、イメージを固めていきま
しょう。併せて資金の目途や施工の時期などの大まかなプランニングも
行うとよいでしょう。

情報収集し、まずイメージを固めよう。

　大まかなプランニングができたら、土地探しや施工依頼先の選定など
具体的に動き始めます。土地探しは周辺環境の確認も兼ねて現地調査を
必ず行い、総合的に判断しましょう。建築の規制や地盤の確認も必要で
す。施工依頼先については、住宅メーカーや設計事務所、工務店などそれ
ぞれの特性を理解し、これからの住まいづくりに一番合った依頼先を
じっくり選びましょう。

土地・施工依頼先の決定はじっくり、しっかり。

　土地や施工先が決まれば、プランニングを伝え、設計図面や見積もり
を確認します。その際、きっちりと相談しておくことが大切です。納得いく
まで確認したら、いよいよ契約です。トラブルを避けるためにも、契約書に
はしっかり目を通し、不明点は解消しておきましょう。

見積もりから契約まで、納得いくまで確認しよう。

　着工前に、迷惑を考慮し、近隣へのあいさつを忘れないようにしましょ
う。工事は地鎮祭から始まり、基礎工事、本体工事、内装・外装工事といっ
た順に進みます。家の基礎部分や構造など、完成後には確認できない部
分もあるため、こまめに現場に足を運び、進行を確認しましょう。

いよいよ着工、こまめなチェックと配慮を忘れずに。

　無事に家が完成すると、引渡しの前に竣工検査を行います。設備の不
具合がないか、契約に沿って工事が行われたかなどを確認するために
も、必ず立ち会いましょう。検査が終了すれば、いよいよ入居となります。

マイホームが完成！入居前にも必ず確認を。

　敷地面積に対して建てられる建物の大きさは、｢建ぺ
い率｣と｢容積率｣で制限されています。
　建ぺい率と容積率は地域ごとに細かく設定されてい
て、厳しい地域では50坪の敷地であっても延べ床面積
25坪の小さな家しか建てられないこともあります。
　設計をする上で重要な事項ですので、真っ先に確認
する必要があります。

STEP.1

STEP.２

STEP.３

STEP.４

STEP.５

　上記以外にも、いろいろな規制があります。各自治
体によっても異なり、とても複雑なので正確なところ
は建築士など専門家にご相談ください。

　延べ床面積（建物の全ての階の床面積を合計したも
の）を敷地面積で割ったものが、容積率になります。

●建ぺい率と違い、外部階段は床面積には入りません。
●バルコニーは、2m以上突き出した場合、2mより先の
分が床面積に入ります。

　建ぺい率は、敷地に対して、
建物の投影面積（建築面積と
言います）が占める割合です。

　建ぺい率を算出する場合は、建
物の投影面積なので、2階の方が
1階より大きい場合は、2階の面積
が建築面積となります。

建ぺい率は建物の投影面積。

2階の方が1階より大きい場合。

容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合。

■建ぺい率

■容積率

建ぺい率（％）＝建物の投影面積÷敷地面積×100

容積率（％）＝延べ床面積÷敷地面積×100

で算出します。

敷地

建物の投影面積

建物の投影面積

敷地

一つでも該当する項目があれば、
専門家に相談しましょう。

昭和56年度以前の建物である ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（現在の耐震基準を満たしていない可能性があります）
1.

基礎にひび割れがある ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2.

地盤が危険だと感じる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3.

基礎が鉄筋コンクリート造ではない ・・・・・・・・・・・・4.

必要な手続きを行わずに増築している ・・・・・・・・・5.

大きな吹き抜けがある ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6.

室内の床が傾いている ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7.

屋根には重い建材を使用している ・・・・・・・・・・・・・・・・8.

過去に大きな災害に見舞われたことがある ・・・9.

壁の量が少ない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（見かけの壁の割合が少ない場合は、当然危険です）
10.

の耐震チェックポイント10
　間取りや構造によって差はありますが、在来工法で建てられた
住宅の代表的な例をもとに10の項目を挙げました。耐震チェック

あなたのお家は大丈夫？

自分で見つける危険な症状

　気候や環境に合わせてリフォームすることや、自然の力を利用することで光熱費が削減できます。
省エネで地球にも家計にもやさしい暮らしを実現できます。

太陽エネルギーの利用
　太陽電池を利用して、太陽光エネルギーを電気に変える太
陽光発電システム、太陽熱により水を温める太陽熱温水や床
暖房などがあります。

給湯設備
　ガスで発電し、排熱を給湯や暖房に利用する家庭用コー
ジェネレーションシステムや、省エネ効果の高い高効率給湯
器などがあります。

自然を取り入れる
　壁やベランダにツタ植物を植え、緑のカーテンで夏の日差
しを避けたり、家の中の風通しをよくするなど、自然を上手に
取り入れましょう。

外壁及び窓などの断熱化
　外壁、屋根、天井や床などの断熱性能を高めると、屋外と
の熱の出入りが減るため冷暖房の効果が高まります。
　窓は、熱の出入りが大きいため断熱性能に大きく影響しま
す。ガラス自体を複層ガラスにしたり、二重サッシにしたりな
どの方法により断熱性能が向上、二重サッシは、結露の防止
にもなります。
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　住宅展示場などに出かけたり、雑誌・インターネット、または家を建て
た人から話を聞くなど、住まいづくりのための情報収集を行い、ライフス
タイルや家族の要望などとすりあわせながら、イメージを固めていきま
しょう。併せて資金の目途や施工の時期などの大まかなプランニングも
行うとよいでしょう。

情報収集し、まずイメージを固めよう。

　大まかなプランニングができたら、土地探しや施工依頼先の選定など
具体的に動き始めます。土地探しは周辺環境の確認も兼ねて現地調査を
必ず行い、総合的に判断しましょう。建築の規制や地盤の確認も必要で
す。施工依頼先については、住宅メーカーや設計事務所、工務店などそれ
ぞれの特性を理解し、これからの住まいづくりに一番合った依頼先を
じっくり選びましょう。

土地・施工依頼先の決定はじっくり、しっかり。

　土地や施工先が決まれば、プランニングを伝え、設計図面や見積もり
を確認します。その際、きっちりと相談しておくことが大切です。納得いく
まで確認したら、いよいよ契約です。トラブルを避けるためにも、契約書に
はしっかり目を通し、不明点は解消しておきましょう。

見積もりから契約まで、納得いくまで確認しよう。

　着工前に、迷惑を考慮し、近隣へのあいさつを忘れないようにしましょ
う。工事は地鎮祭から始まり、基礎工事、本体工事、内装・外装工事といっ
た順に進みます。家の基礎部分や構造など、完成後には確認できない部
分もあるため、こまめに現場に足を運び、進行を確認しましょう。

いよいよ着工、こまめなチェックと配慮を忘れずに。

　無事に家が完成すると、引渡しの前に竣工検査を行います。設備の不
具合がないか、契約に沿って工事が行われたかなどを確認するために
も、必ず立ち会いましょう。検査が終了すれば、いよいよ入居となります。

マイホームが完成！入居前にも必ず確認を。

　敷地面積に対して建てられる建物の大きさは、｢建ぺ
い率｣と｢容積率｣で制限されています。
　建ぺい率と容積率は地域ごとに細かく設定されてい
て、厳しい地域では50坪の敷地であっても延べ床面積
25坪の小さな家しか建てられないこともあります。
　設計をする上で重要な事項ですので、真っ先に確認
する必要があります。

STEP.1

STEP.２

STEP.３

STEP.４

STEP.５

　上記以外にも、いろいろな規制があります。各自治
体によっても異なり、とても複雑なので正確なところ
は建築士など専門家にご相談ください。

　延べ床面積（建物の全ての階の床面積を合計したも
の）を敷地面積で割ったものが、容積率になります。

●建ぺい率と違い、外部階段は床面積には入りません。
●バルコニーは、2m以上突き出した場合、2mより先の
分が床面積に入ります。

　建ぺい率は、敷地に対して、
建物の投影面積（建築面積と
言います）が占める割合です。

　建ぺい率を算出する場合は、建
物の投影面積なので、2階の方が
1階より大きい場合は、2階の面積
が建築面積となります。

建ぺい率は建物の投影面積。

2階の方が1階より大きい場合。

容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合。

■建ぺい率

■容積率

建ぺい率（％）＝建物の投影面積÷敷地面積×100

容積率（％）＝延べ床面積÷敷地面積×100

で算出します。

敷地

建物の投影面積

建物の投影面積

敷地

一つでも該当する項目があれば、
専門家に相談しましょう。

昭和56年度以前の建物である ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（現在の耐震基準を満たしていない可能性があります）
1.

基礎にひび割れがある ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2.

地盤が危険だと感じる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3.

基礎が鉄筋コンクリート造ではない ・・・・・・・・・・・・4.

必要な手続きを行わずに増築している ・・・・・・・・・5.

大きな吹き抜けがある ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6.

室内の床が傾いている ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7.

屋根には重い建材を使用している ・・・・・・・・・・・・・・・・8.

過去に大きな災害に見舞われたことがある ・・・9.

壁の量が少ない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（見かけの壁の割合が少ない場合は、当然危険です）
10.

の耐震チェックポイント10
　間取りや構造によって差はありますが、在来工法で建てられた
住宅の代表的な例をもとに10の項目を挙げました。耐震チェック

あなたのお家は大丈夫？

自分で見つける危険な症状

　気候や環境に合わせてリフォームすることや、自然の力を利用することで光熱費が削減できます。
省エネで地球にも家計にもやさしい暮らしを実現できます。

太陽エネルギーの利用
　太陽電池を利用して、太陽光エネルギーを電気に変える太
陽光発電システム、太陽熱により水を温める太陽熱温水や床
暖房などがあります。

給湯設備
　ガスで発電し、排熱を給湯や暖房に利用する家庭用コー
ジェネレーションシステムや、省エネ効果の高い高効率給湯
器などがあります。

自然を取り入れる
　壁やベランダにツタ植物を植え、緑のカーテンで夏の日差
しを避けたり、家の中の風通しをよくするなど、自然を上手に
取り入れましょう。

外壁及び窓などの断熱化
　外壁、屋根、天井や床などの断熱性能を高めると、屋外と
の熱の出入りが減るため冷暖房の効果が高まります。
　窓は、熱の出入りが大きいため断熱性能に大きく影響しま
す。ガラス自体を複層ガラスにしたり、二重サッシにしたりな
どの方法により断熱性能が向上、二重サッシは、結露の防止
にもなります。
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遺
体
を
北
枕
に
安
置
し
、喪
主
、儀
式
の
形
式
と
日
取
り
、葬
儀
社
を

決
め
て
依
頼
し
、寺
院
や
知
ら
せ
る
べ
き
人
に
連
絡
し
ま
す
。

持
ち
帰
っ
た
遺
骨
、位
牌
を
祭
壇
に
安
置
し
、僧
侶
が
読
経
す
る
中
、

遺
族
に
よ
る
焼
香
が
行
わ
れ
ま
す
。こ
の
と
き
、本
来
７
日
目
に
行

う
初
七
日
法
要
を
、繰
り
上
げ
て
と
り
お
こ
な
う
場
合
が
多
く
な
っ

て
い
ま
す
。

法
要
後
、お
世
話
に
な
っ
た
人
に
感
謝
と
慰
労
の
気
持
ち
を
込
め

て
喪
主
が
挨
拶
。遺
族
が
酒
と
料
理
で
も
て
な
し
、故
人
を
し
の
び

ま
す
。

一
周
忌
に
始
ま
り
、２
年
目
の
三
回
忌
、６
年
目
の
七
回
忌
、そ
の
後

十
三
回
忌
、十
七
回
忌
、二
十
三
回
忌
、二
十
七
回
忌
、三
十
三
回
忌
、

三
十
七
回
忌
、五
十
回
忌
と
法
要
を
続
け
ま
す
。三
十
三
回
忌
ま
た

は
五
十
回
忌
を
も
っ
て
、弔
い
上
げ（
最
終
の
年
忌
法
要
）と
す
る
場

合
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

初
七
日
に
始
ま
り
、三
十
五
日
、四
十
九
日
、百
か
日
と
、お
経
を
上

げ
て
、お
香
で
供
養
し
ま
す
。こ
の
と
き
納
骨
を
行
う
場
合
も
あ
り

ま
す
。

火
葬
の
前
に
全
員
が
焼
香
。火
葬
終
了
後
は
、二
人
一
組
に
な
っ
て

箸
で
遺
骨
を
は
さ
み
骨
壺
に
い
れ
る
骨
上
げ
を
行
い
ま
す
。

※

葬
儀
・
告
別
式
の
前
に
行
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

最
後
の
対
面
の
後
、別
れ
の
花
な
ど
を
行
い
、遺
族
の
手
で
霊
柩
車

へ
。会
葬
者
は
合
掌
し
て
見
送
り
ま
す
。

※

葬
儀
・
告
別
式
の
前
に
行
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

枕
飾
り
を
し
て
遺
体
を
安
置
。喪
服
、遺
影
の
準
備
と
世
話
役
と
の

打
ち
合
わ
せ
。戒
名
の
依
頼
や
隣
近
所
へ
の
挨
拶
、死
亡
届
の
手
配

も
行
い
ま
す
。

通
夜
の
翌
日
に
、死
者
を
弔
う
の
が
葬
儀
で
、故
人
に
別
れ
を
告
げ

る
の
が
告
別
式
で
す
。読
経
の
後
、遺
族
、親
族
が
焼
香
し
、参
列
者

の
焼
香
へ
と
移
り
ま
す
。

故
人
と
の
別
れ
を
惜
し
み
、夜
通
し
香
と
灯
火
を
絶
や
さ
ず
遺
体
を

守
っ
た
の
が
本
来
の
通
夜
で
す
が
、最
近
で
は
数
時
間
ほ
ど
で
終
わ

る
形
式
が
多
く
な
り
ま
し
た
。通
夜
が
終
了
し
た
後
は
、通
夜
ぶ
る

ま
い
と
し
て
親
族
や
親
し
い
人
に
食
事
を
振
る
舞
っ
た
り
、代
わ
り

に
折
り
詰
め
な
ど
を
渡
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　葬儀は人生最後の儀式。弔事の一つひとつにしきたりがあり、意味があります。地
方によって、また宗教や宗派によって名称や作法は異なりますが、大方の流れは次
のようになります。

　日常生活の中で、できるだけ考えたくないことかもしれませんが、どの
ような人生にも終焉は訪れます。誰もがいつかは遺族になり、告別式の参
列者になることも避けられません。悲しみに打ちひしがれ、心も動転する
ような場面で、遺族や親しい人たちを支えるために、しきたりや作法があ
るともいえます。最近は死を忌むべきことと考えるより、人生を全うするこ
ととして、自らの葬儀の演出を前もって指示しておいたり、希望を伝えてお
いたりすることも広まってきました。いざというとき慌てないために、基本
的な葬儀や法要の流れ、会葬のマナーは心得ておきましょう。

※掲載の記事に関しましては、一般的な仏式の慣習を掲載したものであり、各宗教や宗派または地域により異なる場合がございます。

臨終から
法要まで

■当日は余裕を持って早めに到着しましょう。
■受付では、お悔やみを述べてから記帳しま
す。香典を差し出す場合は、相手に名前を向
けます。

■携帯電話は必ず電源を切るか、マナーモー
ドにしましょう。
■出棺時は屋外でもコートは脱ぎ、喪服のま
まで見送りましょう。

■一般的に、葬儀に参列する際の服装は、結婚やお祝い
事とは逆に「派手なものを避け、地味に徹する」ことに
あります。

■仕事帰りなどの場合、わざわざ喪服に着替える必要は
ありません。ただしアクセサリーなどは外します。

■男性は、白シャツ・黒のスーツ・黒ネクタイ・黒い靴。
■女性は、黒のフォーマルウェア・肌の露出の少ない黒や
紺のワンピース・黒い靴。

■アクセサリーを身につけるとしたら真珠にしましょう。
ネックレスは一連のものを。

知っておきたい
-葬儀編-

服 装
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遺
体
を
北
枕
に
安
置
し
、喪
主
、儀
式
の
形
式
と
日
取
り
、葬
儀
社
を

決
め
て
依
頼
し
、寺
院
や
知
ら
せ
る
べ
き
人
に
連
絡
し
ま
す
。

持
ち
帰
っ
た
遺
骨
、位
牌
を
祭
壇
に
安
置
し
、僧
侶
が
読
経
す
る
中
、

遺
族
に
よ
る
焼
香
が
行
わ
れ
ま
す
。こ
の
と
き
、本
来
７
日
目
に
行

う
初
七
日
法
要
を
、繰
り
上
げ
て
と
り
お
こ
な
う
場
合
が
多
く
な
っ

て
い
ま
す
。

法
要
後
、お
世
話
に
な
っ
た
人
に
感
謝
と
慰
労
の
気
持
ち
を
込
め

て
喪
主
が
挨
拶
。遺
族
が
酒
と
料
理
で
も
て
な
し
、故
人
を
し
の
び

ま
す
。

一
周
忌
に
始
ま
り
、２
年
目
の
三
回
忌
、６
年
目
の
七
回
忌
、そ
の
後

十
三
回
忌
、十
七
回
忌
、二
十
三
回
忌
、二
十
七
回
忌
、三
十
三
回
忌
、

三
十
七
回
忌
、五
十
回
忌
と
法
要
を
続
け
ま
す
。三
十
三
回
忌
ま
た

は
五
十
回
忌
を
も
っ
て
、弔
い
上
げ（
最
終
の
年
忌
法
要
）と
す
る
場

合
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

初
七
日
に
始
ま
り
、三
十
五
日
、四
十
九
日
、百
か
日
と
、お
経
を
上

げ
て
、お
香
で
供
養
し
ま
す
。こ
の
と
き
納
骨
を
行
う
場
合
も
あ
り

ま
す
。

火
葬
の
前
に
全
員
が
焼
香
。火
葬
終
了
後
は
、二
人
一
組
に
な
っ
て

箸
で
遺
骨
を
は
さ
み
骨
壺
に
い
れ
る
骨
上
げ
を
行
い
ま
す
。

※

葬
儀
・
告
別
式
の
前
に
行
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

最
後
の
対
面
の
後
、別
れ
の
花
な
ど
を
行
い
、遺
族
の
手
で
霊
柩
車

へ
。会
葬
者
は
合
掌
し
て
見
送
り
ま
す
。

※

葬
儀
・
告
別
式
の
前
に
行
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

枕
飾
り
を
し
て
遺
体
を
安
置
。喪
服
、遺
影
の
準
備
と
世
話
役
と
の

打
ち
合
わ
せ
。戒
名
の
依
頼
や
隣
近
所
へ
の
挨
拶
、死
亡
届
の
手
配

も
行
い
ま
す
。

通
夜
の
翌
日
に
、死
者
を
弔
う
の
が
葬
儀
で
、故
人
に
別
れ
を
告
げ

る
の
が
告
別
式
で
す
。読
経
の
後
、遺
族
、親
族
が
焼
香
し
、参
列
者

の
焼
香
へ
と
移
り
ま
す
。

故
人
と
の
別
れ
を
惜
し
み
、夜
通
し
香
と
灯
火
を
絶
や
さ
ず
遺
体
を

守
っ
た
の
が
本
来
の
通
夜
で
す
が
、最
近
で
は
数
時
間
ほ
ど
で
終
わ

る
形
式
が
多
く
な
り
ま
し
た
。通
夜
が
終
了
し
た
後
は
、通
夜
ぶ
る

ま
い
と
し
て
親
族
や
親
し
い
人
に
食
事
を
振
る
舞
っ
た
り
、代
わ
り

に
折
り
詰
め
な
ど
を
渡
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　葬儀は人生最後の儀式。弔事の一つひとつにしきたりがあり、意味があります。地
方によって、また宗教や宗派によって名称や作法は異なりますが、大方の流れは次
のようになります。

　日常生活の中で、できるだけ考えたくないことかもしれませんが、どの
ような人生にも終焉は訪れます。誰もがいつかは遺族になり、告別式の参
列者になることも避けられません。悲しみに打ちひしがれ、心も動転する
ような場面で、遺族や親しい人たちを支えるために、しきたりや作法があ
るともいえます。最近は死を忌むべきことと考えるより、人生を全うするこ
ととして、自らの葬儀の演出を前もって指示しておいたり、希望を伝えてお
いたりすることも広まってきました。いざというとき慌てないために、基本
的な葬儀や法要の流れ、会葬のマナーは心得ておきましょう。

※掲載の記事に関しましては、一般的な仏式の慣習を掲載したものであり、各宗教や宗派または地域により異なる場合がございます。

臨終から
法要まで

■当日は余裕を持って早めに到着しましょう。
■受付では、お悔やみを述べてから記帳しま
す。香典を差し出す場合は、相手に名前を向
けます。

■携帯電話は必ず電源を切るか、マナーモー
ドにしましょう。
■出棺時は屋外でもコートは脱ぎ、喪服のま
まで見送りましょう。

■一般的に、葬儀に参列する際の服装は、結婚やお祝い
事とは逆に「派手なものを避け、地味に徹する」ことに
あります。

■仕事帰りなどの場合、わざわざ喪服に着替える必要は
ありません。ただしアクセサリーなどは外します。

■男性は、白シャツ・黒のスーツ・黒ネクタイ・黒い靴。
■女性は、黒のフォーマルウェア・肌の露出の少ない黒や
紺のワンピース・黒い靴。

■アクセサリーを身につけるとしたら真珠にしましょう。
ネックレスは一連のものを。

知っておきたい
-葬儀編-

服 装
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ここは有料広告掲載ページです株式会社サイネックスによる編集記事ページです
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ここは有料広告掲載ページです

地図のページに関しましては、該当ページに広告をご掲載
いただきました施設の情報のみ表示しています。
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

無断で複写、転載することはご遠慮ください。

　「結城市 くらしの便利帳」は、結城市にお住まいの皆様方へ、市の行政
情報をお届けするとともに、地域企業の発展につなげることを目的とし
て発行いたしました。
　また、市民の皆様方に、より利便性の高い情報源としてご利用いただけ
るよう、官民協働事業として結城市と株式会社サイネックスとの共同発
行としました。
　「結城市 くらしの便利帳」は、地域の各団体及び事業者の皆様のご協力
により、行政機関への設置はもとより、結城市の全世帯へ無償配布するこ
とができました。あらためて心より厚くお礼申し上げます。

■「結城市 くらしの便利帳」に掲載の行政情報は、令和3年9月1日現在の
情報を掲載しています。社会情勢の変動等により内容が変更される場
合がありますので、あらかじめご了承ください。行政情報の内容・手続
き等で不明な場合は、各担当課までお問い合わせください。

■また掲載されているスポンサー広告は、暮らしの情報としてご活用く
ださい。広告内容については株式会社サイネックスにお尋ねください。

令和3年9月発行

株式会社サイネックス　東京本部
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3

TEL.03-5275-5022

制作

株式会社サイネックス　つくば支店
〒305-0817 茨城県つくば市研究学園5-20-2

TEL.029-858-0570
※掲載している広告は、令和3年8月現在の情報です。

広告販売

発行

結城市／株式会社サイネックス
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